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こ
の
住
宅
金
融
公
庫
の
適
正
化
の
た
め
、
住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
同
法
施
行
規
則
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
住
宅

金
融
公
庫
融
資
物
件
に
お
い
て
は
、
賃
貸
条
件
が
公
庫
法
に
よ
り
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
趣
旨
と
し
て 

③ 

賃
貸
人
は
、
そ
の
他
賃
借
人
の
不
当
な
負
担
と
な
る
こ
と
を
賃
貸
の
条
件
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

② 

賃
貸
人
は
、
家
賃
と
敷
金
の
外
、
賃
借
人
か
ら
権
利
金
、
謝
金
等
の
金
品
を
受
領
し
て
は
な
ら
な
い
。 

① 

公
庫
の
貸
付
け
に
係
る
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
賃
貸
人
は
、
毎
月
、
そ
の
月
又
は
翌
月
分
の
家
賃
を
受
領
す
る
こ
と
、
及
び

賃
貸
人
が
受
領
す
る
敷
金
は
家
賃
の
三
箇
月
分
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

住
宅
金
融
公
庫
は
、
賃
貸
不
動
産
経
営
者
へ
の
公
的
融
資
機
関
と
し
て
、
国
民
大
衆
へ
の
健
康
で
文
化
的
な
住
宅
の
提
供
に

貢
献
し
て
き
た
。 

と
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
六
年
こ
ろ
か
ら
、
関
西
地
方
の
一
部
の
不
動
産
業
者
か
ら
、
法
及
び
規
則
で
は
物
品
使
用
料
の
徴
収
が

禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
冷
暖
房
機
を
当
該
不
動
産
に
設
置
し
、
賃
借
人
か
ら
「
冷
暖
房
設
備
協
力
負
担
金
」
名

目
で
入
居
時
及
び
契
約
更
新
時
に
金
員
を
徴
収
す
る
方
法
を
生
み
出
し
、
関
西
地
方
の
住
宅
金
融
公
庫
融
資
物
件
で
は
概
ね
十 
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賃
貸
不
動
産
に
よ
っ
て
は
、
設
備
協
力
金
が
家
賃
の
二
箇
月
分
に
相
当
し
た
り
、
設
置
さ
れ
た
冷
暖
房
機
の
購
入
代
金
よ
り

高
額
と
な
る
な
ど
、
賃
借
人
に
過
度
の
負
担
を
課
さ
な
い
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
法
や
規
則
の
規
制
が
、
有
名
無
実
化
し
て
い
る

例
も
あ
る
が
、
入
居
者
の
殆
ど
は
、
住
宅
金
融
公
庫
融
資
物
件
に
対
す
る
法
及
び
規
則
の
規
制
を
知
ら
な
い
た
め
、
仲
介
業
者

に
言
わ
れ
る
ま
ま
安
易
に
設
備
協
力
金
の
支
払
を
承
諾
し
て
し
ま
い
、
後
に
設
備
協
力
金
の
支
払
を
め
ぐ
り
、
賃
貸
人
と
賃
借

人
と
の
間
で
民
事
裁
判
に
発
展
す
る
例
も
あ
り
ま
す
。 

（
2
） 

借
入
申
込
者
に
対
す
る
「
冷
暖
房
機
使
用
料
」
の
徴
収
方
法
（
一
括
前
払
い
の
禁
止
）
、
使
用
料
額
基
準
（
冷
暖
房

機
購
入
額
に
〇
・
〇
一
八
〇
七
三
を
乗
じ
た
額
）
等
に
つ
い
て
の
注
意
事
項
の
配
布 

（
1
） 

借
入
入
居
者
か
ら
「
冷
暖
房
設
備
使
用
料
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
家
賃
、
敷
金
以
外
の
入
居
者
の
不
当

な
負
担
と
な
る
金
員
を
徴
収
又
は
預
か
る
こ
と
は
し
な
い
」
旨
の
念
書
の
徴
収 

二
万
円
な
い
し
二
十
四
万
円
程
度
の
額
の
設
備
協
力
金
の
徴
収
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、（
1
）
は
平
成
八
年
五
月
以
降
に
借
入
れ
申
込
み
を
受
理
し
た
者
、（
2
）
は
平
成
七
年
以
前
に
借
入
れ
申
込
み

を
受
理
し
た
者
で
平
成
八
年
四
月
以
降
に
賃
貸
計
画
を
届
け
出
た
者
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
八
年
四
月
以
前
の
設
備
協 

そ
こ
で
住
宅
金
融
公
庫
は
、
平
成
八
年
四
月
、
設
備
協
力
金
の
徴
収
に
関
し
て
次
の
規
制
を
し
た
。 

四 

 



 

こ
の
住
宅
金
融
公
庫
の
規
制
に
対
し
て
、
不
動
産
業
者
側
は
、
長
年
許
容
し
て
お
き
な
が
ら
急
に
規
制
を
設
け
た
こ
と
や
設

備
協
力
金
の
算
定
方
法
に
不
満
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
居
者
側
は
、
公
的
融
資
機
関
で
あ
る
住
宅
金
融
公
庫
が
、
脱
法
的

と
も
考
え
ら
れ
る
曖
昧
な
金
員
の
徴
収
を
事
実
上
許
容
し
て
き
た
こ
と
、
従
前
の
設
備
協
力
金
に
つ
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
曖
昧

な
態
度
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
に
強
い
不
信
の
念
を
抱
い
て
い
る
。 

一 

冷
暖
房
設
備
協
力
負
担
金
の
徴
収
の
適
法
性
に
つ
い
て 

力
金
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
曖
昧
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

3 

住
宅
金
融
公
庫
の
基
準
を
超
え
た
設
備
協
力
金
の
徴
収
を
し
た
家
主
や
不
動
産
業
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が

な
さ
れ
る
か
。 

2 

住
宅
金
融
公
庫
の
基
準
を
超
え
る
設
備
協
力
金
の
徴
収
は
違
法
と
い
う
趣
旨
か
。 

1 

住
宅
金
融
公
庫
が
不
動
産
業
者
に
配
布
し
て
い
る
設
備
協
力
金
の
基
準
額
に
つ
い
て
の
書
面
は
、
住
宅
金
融
公
庫
の
正

式
な
指
導
文
書
か
。 

住
宅
金
融
公
庫
融
資
物
件
に
お
け
る
冷
暖
房
設
備
協
力
金
の
徴
収
に
つ
い
て
の
対
策
は
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

五 

 



 

 

六 

二 

住
宅
金
融
公
庫
に
お
け
る
取
扱
の
差
異
に
つ
い
て 

1 
平
成
七
年
度
以
前
に
借
入
れ
申
込
み
を
受
理
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
住
宅
金
融
公
庫
の
基
準
を
超
え
る
設
備
協
力
金
の

徴
収
が
な
さ
れ
て
も
適
法
と
考
え
る
の
か
。 

2 

平
成
七
年
度
以
前
に
借
入
れ
申
込
み
を
受
理
し
た
者
と
、
そ
れ
以
外
の
者
と
の
間
で
、
設
備
協
力
金
の
徴
収
限
度
額
に

差
異
を
認
め
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


